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議第９０号 

 

   地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について 

 

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を

次のように制定する。 

 

  令和４年１１月２９日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例 

 

（玉名市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１条 玉名市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第２

３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（玉名市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 玉名市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成１７年条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条中「６月以下」の次に「の期間、その発令の日に受ける」を、「報酬の

額」の次に「。以下同じ。」を加え、同条に後段として次のように加える。 

   この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の１０分の１に相当

する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

（玉名市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第３条 玉名市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年条例第３２号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」

に改め、「で同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」

を削り、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第３条第１項ただし書及び第２項ただし書、第４条第２項並びに第１２条第１

項第１号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め

る。 
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（玉名市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第４条 玉名市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年条例第３３号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 玉名市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（これ

らの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める

職員 

  第８条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用短時

間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

  第９条第１項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員等」

に改める。 

（玉名市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正） 

第５条 玉名市職員の修学部分休業に関する条例（平成１７年条例第３４号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

（玉名市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正） 

第６条 玉名市職員の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年条例第３５号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

（玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第７条 玉名市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条第５項を次のように改める。 

５ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用

された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、

当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤

務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第３項の規定により当該定年前再任

用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第２項

の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

  第３条の２を削る。 

  第１０条の３第１項第１号中「以下」の次に「この項から第３項までにおいて」

を加え、同項第２号中「以下」の次に「この条において」を加え、同条第２項第

１号中「算出したその者」を「算出した当該職員」に改め、「相当する額（以下」
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の次に「この号及び次項において」を加え、同号ただし書中「以下」の次に「こ

の号及び第３号において」を加え、「その者」を「当該職員」に改め、同項第２

号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項

第３号中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「交通機関等（以下」

を「交通機関等（第１号及び次項において」に、「。以下」を「。第１号及び次

項において」に改め、同項第１号中「算出したその者」を「算出した当該職員」

に改め、同号ただし書中「以下」の次に「この号において」を加え、「その者」

を「当該職員」に改める。 

  第１１条第１項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第２項中「再任用短

時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第４項中「（第

２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を削り、「場合は」を「場

合には」に改め、同条第５項中「場合は」を「場合には」に改める。 

  第１６条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第１７条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、「その者」を「当

該職員」に改め、同条第２項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

  第１７条の３第１項中「第７条」を「第３条第４項、第４条、第７条」に、「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  附則に次の７項を加える。 

（定年の引上げに伴う給与に関する特例措置） 

１３ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最

初の４月１日（附則第１５項において「特定日」という。）以後、当該職員に

適用される給料表の給料月額のうち、第３条第３項の規定により当該職員の属

する職務の級並びに同条第４項及び第４条第２項の規定により当該職員の受け

る号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じた

ときはこれを１００円に切り上げるものとする。）とする。 

１４ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

及び非常勤職員 

⑵ 玉名市職員の定年等に関する条例（平成１７年条例第２７号）第９条第１

項又は第２項の規定により地方公務員法第２８条の２第１項に規定する異動

期間（同条例第９条第１項又は第２項の規定により延長された期間を含む。）

を延長された同条例第６条に規定する職を占める職員 

⑶ 玉名市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により勤
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務している職員（同条例第２条に規定する定年退職日において前項の規定が

適用されていた職員を除く。） 

１５ 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職

員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第１７項

において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受け

る職員のうち、特定日に附則第１３項の規定により当該職員の受ける給料月額

（以下この項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職

員が受けていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円

未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を

生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。以下この項において「基

礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（規則で定める職員を除く。）

には、当分の間、特定日以後、附則第１３項の規定により当該職員の受ける給

料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料と

して支給する。 

１６ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額

との合計額が第３条第３項の規定により当該職員の属する職務の級における最

高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項

中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第３条第３項の規定によ

り当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受け

る給料月額」とする。 

１７ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第１３項の規

定の適用を受ける職員に限り、附則第１５項に規定する職員を除く。）であっ

て、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められ

る職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるとこ

ろにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

１８ 附則第１５項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第１

３項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支

給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職

員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前３項の規定に準じ

て算出した額を給料として支給する。 

１９ 附則第１３項から前項までに定めるもののほか、附則第１３項の規定によ

る給料月額、附則第１５項の規定による給料その他附則第１３項から前項まで

の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

  別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 
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定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基準給 

料月額 

基準給 

料月額 

基準給 

料月額 

基準給 

料月額 

基準給 

料月額 

基準給 

料月額 

基準給 

料月額 

円 円 円 円 円 円 円 

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 

（玉名市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第８条 玉名市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１７年条例

第４８号）の一部を次のように改正する。 

  第１９条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同条中「第４条の４」を「第４条の４から第４条の６まで」に、「第２８条の４

第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２

２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に改める。 

（玉名市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第９条 玉名市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年

条例第１８５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

  第２６条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若し

くは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に改める。 

（公益的法人等への玉名市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第１０条 公益的法人等への玉名市職員の派遣等に関する条例（平成１９年条例第

２８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号中「第２８条の４第１項又は第２８条の６第１項」を「第

２２条の４第１項」に改める。 

（玉名市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第１１条 玉名市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２３年条例第１

７号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

  第８条第１項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）」

とあるのは、「」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により

採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）」とあるのは

「」に改め、「採用された職員」と」の次に「、「職務の級に応じた額に、勤務

時間条例第２条第２項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員

の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」と
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あるのは「職務の級に応じた額」と」を加え、同条第２項中「第３条の２」を「第

３条第５項」に、「同条」を「同項」に、「第２８条の５第１項に規定する短時

間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」を「第２２条の４第１

項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短

時間勤務職員」に改める。 

  第９条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

（玉名市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第１２条 玉名市職員の再任用に関する条例（平成１７年条例第２８号）は、廃止

する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （定義） 

２ この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 令和３年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３

号）をいう。 

⑵ 暫定再任用職員 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項、第５条

第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しく

は第３項の規定により採用された職員をいう。 

⑶ 暫定再任用短時間勤務職員 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２

項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。 

⑷ 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号)

第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員をい

う。 

（玉名市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第３

条の規定による改正後の玉名市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適

用する。 

（玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。）

の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものと

した場合に適用される玉名市一般職の職員の給与に関する条例第３条第１項に規

定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、

同条第３項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 
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５ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定

年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される玉名市一般職の職

員の給与に関する条例第３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務

職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第３項の規定により当該暫定再任用

短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、玉名市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例第２条第２項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職

員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額と

する。 

６ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第７

条の規定による改正後の玉名市一般職の職員の給与に関する条例（以下「新給与

条例」という。）第１０条の３第２項及び第１１条第２項の規定を適用する。 

７ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第１

６条第３項の規定を適用する。 

８ 新給与条例第１７条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤

勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の

規定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるの

は「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則

第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項若

しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第

３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項若しくは

第３項の規定により採用された職員（次号において「暫定再任用職員」という。）」

と、同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短

時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

９ 玉名市一般職の職員の給与に関する条例第３条第４項、第４条、第７条、第８

条の４、第１０条の５及び第１０条の６の規定は、暫定再任用職員には適用しな

い。 

１０ 新給与条例附則第１３項から第１９項までの規定は、令和３年改正法附則第

３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 

 （玉名市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過

措置） 

１１ 玉名市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第４条、第４条の４

から第４条の６まで、第５条の２及び第６条の規定は、暫定再任用職員には適用

しない。 

 （玉名市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う

経過措置） 
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１２ 玉名市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第５条、第６条

及び第８条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

（公益的法人等への玉名市職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

１３ 暫定再任用職員は、地方公務員法第２２条の４第１項の規定により採用され

た職員とみなして第１０条の規定による改正後の公益的法人等への玉名市職員の

派遣等に関する条例を適用する。 

 

 

提案理由  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の施行

に伴い、条例の整備を図るものである。 
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議第９１号 

 

   玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

  令和４年１１月２９日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

   玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 玉名市附属機関の設置等に関する条例（平成２７年条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表教育委員会の部玉名市青少年センター運営協議会の項の次に次のように加え

る。 

玉 名 市 図

書 館 窓 口

等 業 務 委

託 事 業 者

選 定 委 員

会 

 

⑴ 玉名市図

書館窓口等

業務委託事

業者の選定

に関するこ

と。 

審査 

 

７人以

内 

 

⑴ 学識経験

を有する者 

⑵ 教育委員

会が指名す

る職員 

⑶ その他教

育委員会が

適当と認め

る者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ 玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

７年条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１青少年センター運営協議会委員の項の次に次のように加える。 

図書館窓口等業務委託事業者選 日 5,800  
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定委員会委員    

 

 

提案理由  玉名市図書館窓口等業務委託事業者選定委員会を設置するため、条例

の整備を図るものである。 
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議第９２号 

 

   玉名市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 玉名市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和４年１１月２９日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

   玉名市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 玉名市職員の定年等に関する条例（平成１７年条例第２７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条―第５条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条） 

第５章 雑則（第１４条） 

附則 

   第１章 総則 

 第１条中「昭和２５年法律第２６１号」の次に「。以下「法」という。」を加え、

「第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「第２２条の４第１項

及び第２項、第２２条の５第１項、第２８条の２、第２８条の５、第２８条の６第

１項から第３項まで並びに第２８条の７」に改め、同条の次に次の章名を付する。 

   第２章 定年制度 

 第３条中「年齢６０年」を「年齢６５年」に改める。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「の各号のいずれかに該当する」を「に掲げ

る事由がある」に改め、「ときは」の次に「、同条の規定にかかわらず」を加え、

「その」を「当該」に改め、「当該」の次に「定年退職日において従事している」

を加え、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、第９条各項の規定により異動期間（同条第１項に規定する異動期間を

いう。以下この項及び次項において同じ。）（同条第１項又は第２項の規定によ

り延長された異動期間を含む。）を延長した職員であって、定年退職日において
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管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。）

を占めている職員については、第９条第１項又は第２項の規定により当該異動期

間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて市長の承認を得た

ときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動

期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

 第４条第１項第１号中「その」を「当該」に改め、「により」の次に「生ずる欠

員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、同項第２

号中「その職員」を「当該職員」に、「できないとき」を「できず公務の運営に著

しい支障が生ずること」に改め、同項第３号中「その」を「当該」に、「とき」を

「こと」に改め、同条第２項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存

する」を「ある」に、「１年」を「これらの期限の翌日から起算して１年」に改め、

同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の次に「（同項ただし

書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の

末日）」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第４項

中「任命権者は」の次に「、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職

員及び第２項の規定により期限が延長された職員について」を加え、「第１項の事

由が存しなくなった」を「第１項各号に掲げる事由がなくなった」に、「その」を

「当該」に、「繰り上げて退職させることができる」を「繰り上げるものとする」

に改める。 

 本則に次の３章を加える。 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

⑴ 玉名市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）第６条

の２第１項に規定する職員が占める職 

⑵ 玉名市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年条

例第１８５号）第４条に規定する職員が占める職 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、これらの職に準ずるものとして規則で定める職 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年

とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下こ

の章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第１３条、

第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定めるもののほか、次

に掲げる基準を遵守しなければならない。 
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⑴ 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又

は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条において「降任等」という。）

をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第１５条の２第

１項第５号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職につ

いての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。 

⑵ 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督

職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の

職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

⑶ 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職

が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職

員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする

場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してや

むを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職

制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階

に属する職に、降任等をすること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、

次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日

以後における最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末

日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職

員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内）で当該

異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を

占めたまま勤務をさせることができる。 

⑴ 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職

員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の

運営に著しい支障が生ずること。 

⑵ 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の

他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著し

い支障が生ずること。 

⑶ 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事

情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が

生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号

に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、市長の承認を得て、延長された当
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該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年

退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退

職日までの期間内）で延長された当該異動期間を更に延長することができる。た

だし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係

る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条各項の規定により異動期間を延長する場合には、あら

かじめ職員の同意を得なければならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は、第９条各項の規定により異動期間を延長した場合において、

当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他

の職への降任等をするものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職

員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場

合を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢６０年以上退職者」

という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時

勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週

間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条及び次条

において同じ。）に採用することができる。ただし、年齢６０年以上退職者がそ

の者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の

職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種

の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者で

あるときは、この限りでない。 

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合（市が加入する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号)第２８４条第１項に規定する一部事務組合及び広域

連合をいう。）の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定め

る情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

第５章 雑則 

 （委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 附則を附則第１条とし、同条に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次

の２条を加える。 
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（定年に関する経過措置） 

第２条 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の規

定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５年」

とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

第３条 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律によ

り任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条において同じ。）

が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度（以下この条において「情報の提

供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意

思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思

の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提供及び

勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員（以下この

条において「末日経過職員」という。）を除く。）にあっては当該職員が採用さ

れた日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職

員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前

年度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以後に適

用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものと

するとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものと

する。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第１０条の規

定は、公布の日から施行する。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第２条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最

初の３月３１日（以下この条から附則第５条までにおいて「特定年齢到達年度の

末日」という。）までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤

務を要する職に係る旧条例定年（この条例による改正前の玉名市職員の定年等に

関する条例（以下「旧条例」という。）第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）

（この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに設置された職及び

施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行



- 16 - 

日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に

係る年齢。次条第１項において同じ。）に達している者を、従前の勤務実績その

他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、

当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

⑴ 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

⑵ 旧条例第４条第１項若しくは第２項及び地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５

項の規定により勤務した後退職した者 

⑶ ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者 

⑷ ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地

方公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用（こ

の項若しくは次項、次条第１項若しくは第２項、附則第４条第１項若しくは第

２項又は附則第５条第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。

次項第６号において同じ。）をされたことがある者 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢

到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務

を要する職に係る新条例定年（この条例による改正後の玉名市職員の定年等に関

する条例（以下「新条例」という。）第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）

に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考によ

り、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用するこ

とができる。 

⑴ 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

⑵ 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職し

た者 

⑶ 施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち、令和３年改

正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第２２

条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

⑷ 施行日以後に新条例第１３条第１項の規定により採用された者のうち、新地

方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４

第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

⑸ ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある
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者 

⑹ ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫

定再任用をされたことがある者 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲

内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採

用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以

前でなければならない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、附則第

４条第１項若しくは第２項又は附則第５条第１項若しくは第２項の規定により採

用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。）の前項の規定による

任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、

当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評価その他勤務の状況を示す

事実に基づき良好である場合に行うことができる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定

再任用職員の同意を得なければならない。 

第３条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、組合（市が加入する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する一部事務組合及び広

域連合をいう。次項及び附則第５条において同じ。）における前条第１項各号に

掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を

採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前

の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲

内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、

組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあ

る者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年

に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考によ

り、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用するこ

とができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第４条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、附

則第２条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある

者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第１２条に規定

する短時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤

務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と

同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新たに
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設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更され

た短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとし

た場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該

職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に

係る年齢）をいう。次条第１項において同じ。）に達している者を、従前の勤務

実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任

期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第

４項の規定にかかわらず、附則第２条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到

達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務

の職に係る新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要

する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合

における新条例定年をいう。次条第２項及び附則第９条において同じ。）に達し

ている者（新条例第１２条の規定により当該短時間勤務の職に採用することがで

きる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考に

より、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用すること

ができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第２条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第５条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第２２条の５

第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、

組合における附則第２条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧

条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報

に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職

に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、

新地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の

４第４項の規定にかかわらず、組合における附則第２条第２項各号に掲げる者の

うち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しよう

とする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者（新条例第１３

条第１項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）

を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超え

ない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第２条第３項から第５項までの規定を準用する。 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

第６条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とす
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る。 

⑴ 施行日以後に新たに設置された職 

⑵ 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が

施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定する

定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務

員法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

第７条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合におけ

る令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務

員法第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

⑴ 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

⑵ 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令

和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する法第２２条の４

第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されてい

たものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその

職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例

定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び

職員） 

第８条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のう

ち、当該職が基準日（附則第２条から第５条までの規定が適用される間における

各年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日

に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日

の前日における新条例定年を超える職とする。 

⑴ 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

⑵ 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含

む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基

準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係

る新条例定年に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職

が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職

に係る新条例定年に達している職員とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 
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第９条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年

４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基準

日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の

前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新条

例定年相当年齢が新条例第３条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）

及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定め

る短時間勤務の職（以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間

勤務職」という。）に、基準日の前日までに新条例第１２条に規定する年齢６０

年以上退職者となった者（基準日前から新条例第４条第１項又は第２項の規定に

より勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち基準日の前日におい

て同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定

年相当年齢に達している者（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則

で定める者）を、新条例第１２条又は第１３条第１項の規定により採用すること

ができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第１２条又は

第１３条第１項の規定により採用された職員（以下この条において「定年前再任

用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日における当該新

条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達してい

る定年前再任用短時間勤務職員（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、

規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任する

ことができない。 

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

第１０条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢

６０年とする。 

 

 

提案理由  職員の定年を延長するため、条例の整備を図るものである。 
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議第９３号 

 

   玉名市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 玉名市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

  令和４年１１月２９日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

   玉名市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

                                      

玉名市子ども医療費助成に関する条例（平成１７年条例第８７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１号中「満１５歳」を「満１８歳」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の玉名市子ども医療費助成に関する条例（以下「新条例」

という。）第３条第１項に規定する受給者に該当する者に係る受給資格の認定の

申請、受給資格の認定及び受給者証の交付については、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）前においても、行うことができる。 

 （経過措置） 

３ 新条例の規定は、施行日以後に行われた診療に係る医療費について適用し、施

行日前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。 

 

 

提案理由  医療費の助成の対象となる者の範囲の拡大に伴い、条例の整備を図る

ものである。 



- 22 - 

議第９４号 

 

   熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一

部変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和５

年３月３１日限りで熊本県市町村総合事務組合から菊池環境保全組合を脱退させ、

熊本県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）

の一部を次のとおり変更する。 

 

  令和４年１１月２９日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

   熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

 熊本県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６

号）の一部を次のように変更する。 

 別表第１及び別表第２中「、菊池環境保全組合」を削る。 

   附 則 

 この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由  一部事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させ、規約を変更し

ようとするときは、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を経

る必要があるため。 



- 23 - 

議第９５号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 玉名市民会館、玉名市弓道場及び玉名勤労者体育センターの指定管理者を次のと

おり指定する。 

 

  令和４年１１月２９日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

 ⑴ 玉名市民会館 

 ⑵ 玉名市弓道場 

 ⑶ 玉名勤労者体育センター 

 

２ 指定管理者となる団体 

  玉名市岩崎１５２番地２ 

  一般財団法人玉名市自治振興公社 

  代表理事 村上 之 

 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

提案理由  玉名市民会館条例（平成１７年条例第１６号）第１２条第１項及び玉

名市社会体育施設条例（平成２７年条例第４３号）第１５条第１項の規

定に基づき指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を

経る必要があるため。 
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議第９６号 

 

   字の区域の変更について 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第２条第２項第２号に規定する区画整

理の実施に伴い、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、当該区画整理に係る換地処分の公告があった日の翌日から本市の区域内の

字の区域を次のとおり変更するものとする。 

 

  令和４年１１月２９日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

変更前 

の大字 

変更前 

の 字 
区      域 

変更後 

の大字 

変更後 

の 字 

大野下 竹ノ下 ８８９、８９１から８９６まで、８９８か

ら９０３まで、９０４の一部、９０５の一

部、９０６、９０８の一部、９０９、９１

０、９１１の一部、９１６の一部及びこれ

らの区域に隣接介在する道路、水路である

公有地の全部並びに８８８に隣接する道

路、水路である公有地の全部 

大野下 靏 立 

大野下 野 添 １３５４の一部、１３５５、１３５６の一

部、１３５７の一部、１３５８の１、１３

５８の２、１３５９の１、１３５９の２、

１３６０から１３７２まで、１３７３の１、

１３７４及びこれらの区域に隣接介在する

道路、水路である公有地の全部 

大野下 靏 立 

大野下 丸 内 １４１５、１４２１の１に隣接する道路で

ある公有地の全部 

大野下 靏 立 

大野下 北靏立 １５３９の３、１５４０の１、１５４１の

１、１５４２の３、１５４３の３、１５４

４の３、１５４７の３、１５４９の１、１

５５０の３、１５５１の３、１５５２の１、

１５５３の３、１５５５の２、１５５６の

大野下 靏 立 
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１の１の一部及びこれらの区域に隣接介在

する水路である公有地の全部並びに字靏立

１３９１、１３９２の１、１３９４の１、

１３９５の１に隣接する水路である公有地

の全部 

扇 崎 大 浦 １２８８の１の一部、１２８９の１の一部、

１２９５の一部、１２９６の１の一部、１

２９７の１の一部及びこれらの区域に隣接

する道路である公有地の全部 

大野下 靏 立 

扇 崎 鶴 立 １２９８、１３００から１３０３まで、１

３０５から１３０８まで、１３１０、１３

１２、１３１４の一部及びこれらの区域に

隣接する道路、水路である公有地の一部 

大野下 靏 立 

扇 崎 大 浦 １２９５の一部、１２９７の１の一部 大野下 野 添 

扇 崎 野 添 １０１６の一部及びこの区域に隣接する道

路である公有地の全部 

扇 崎 鶴 立 

扇 崎 大 浦 １２８４の１の一部及びこの区域に隣接す

る道路である公有地の全部並びに１２８４

の１に隣接する道路である公有地の全部 

扇 崎 鶴 立 

大野下 北靏立 １５５６の１の１の一部、１５５７の３、

１５５８の１、１５５９の３、１５６０の

１、１５６１の３及びこれらの区域に隣接

する水路である公有地の全部 

扇 崎 鶴 立 

大野下 牟 田 １５６２の３、１５６３の３、１５６４の

１、１５６６の３、１５６７の１、１５６

９の１、１５７０の２、１５７３、１５７

８の２、１５７９の１、１５８０の５の一

部、１５８２、１５８５の３の一部、１５

８９の一部、１５９０の一部、１５９１の

一部、１６０５の一部、１６０６の一部、

１６１４の一部、１６２０の一部及びこれ

らの区域に隣接介在する水路である公有地

の全部 

扇 崎 鶴 立 

扇 崎 野 添 １０１５の一部、１０１６の一部、１０１

７の１の一部、１０１８の１の一部及びこ

扇 崎 大 浦 
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れらの区域に隣接する道路である公有地の

全部並びに１０１８の１に隣接する道路で

ある公有地の全部 

扇 崎 五反田 ９９１の一部及びこの区域に隣接する道

路、水路である公有地の全部 

扇 崎 野 添 

扇 崎 鶴 立 １３３６の一部、１３３７の一部、１３３

９から１３４２までの各一部、１３４４の

一部、１３４５の１の一部、１３４６から

１３５１までの各一部、１３５２から１３

５４まで及びこれらの区域に隣接介在する

道路、水路である公有地の全部並びに１３

３５に隣接する道路、水路である公有地の

全部並びに字野添９９７の地先の水路であ

る公有地の全部 

扇 崎 野 添 

扇 崎 上牟田 １３５５の一部、１３５７の一部、１３５

８の一部、１３６０の一部、１３６１の一

部、１３６３の１の一部、１３６３の２の

一部、１３６７の一部及びこれらの区域に

隣接する道路である公有地の全部 

扇 崎 野 添 

大野下 牟 田 １６６３の一部、１６７３の一部、１６７

５の一部、１６７７の一部及びこれらの区

域に隣接する道路、水路である公有地の全

部 

扇 崎 野 添 

扇 崎 鶴 立 １３４７から１３５１までの各一部 大野下 牟 田 

扇 崎 上牟田 １３５５の一部、１３５６、１３５７の一

部、１３５８の一部、１３５９、１３６０

の一部、１３６１の一部、１３６２、１３

６３の１の一部、１３６３の２の一部、１

３６４の一部、１４３０の一部及びこれら

の区域に介在する道路、水路である公有地

の全部 

大野下 牟 田 

扇 崎 堀牟田 １４３２の１、１４３３の１の一部、１４

３４の１の一部、１４３５の１の一部、１

４３７の一部、１４３９から１４４２まで

の各一部及びこれらの区域に隣接する道

大野下 牟 田 
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路、水路である公有地の全部並びに１４４

２に隣接する道路、水路である公有地の一

部 

扇 崎 上牟田 １３９９から１４０１までの各一部、１４

０３の一部、１４１５の一部、１４１６の

一部及びこれらの区域に隣接する水路であ

る公有地の全部 

扇 崎 堀牟田 

扇 崎 下牟田 １４８０の一部及びこの区域に隣接する道

路である公有地の全部 

扇 崎 堀牟田 

大野下 中 島 １７１５の２、１７１６の２、１７２０の

２、１７２０の４、１７２０の５、１７２

２の１及びこれらの区域に隣接する道路で

ある公有地の全部 

扇 崎 堀牟田 

扇 崎 五反田 ９７２の一部、９７３の一部、９７９の一

部、９８０の一部、９８５の一部、９８６

の一部、９９１の一部及びこれらの区域に

隣接する道路、水路である公有地の全部並

びに９７２に隣接する道路、水路である公

有地の一部並びに９６６の地先の水路であ

る公有地の一部 

扇 崎 上牟田 

扇 崎 下牟田 １４８２の一部及びこの区域に隣接する道

路である公有地の全部並びに１４８０、１

４８２の地先の道路である公有地の一部 

扇 崎 上牟田 

扇 崎 鬼 除 ９３７の一部 扇 崎 五反田 

扇 崎 上牟田 １３９６の一部、１３９７の一部及びこれ

らの区域に隣接する道路、水路である公有

地の全部並びに１３９４、１３９６の地先

の道路である公有地の一部 

扇 崎 五反田 

扇 崎 下牟田 １４８２の一部、１４８３の一部、１４８

６の一部、１４９１から１４９５までの各

一部、１４９７から１４９９までの各一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路であ

る公有地の全部 

扇 崎 五反田 

扇 崎 堀牟田 １４７７に隣接する水路である公有地の全

部 

扇 崎 下牟田 
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扇 崎 本 村 ６２８の２、６３１の２、６３３の１、６

３６の３ 

扇 崎 下牟田 

扇 崎 五反田 ９３９の１の一部及びこの区域に隣接する

道路、水路である公有地の全部並びに字鬼

除９３６、９３７に隣接する道路、水路で

ある公有地の一部 

扇 崎 鬼 除 

扇 崎 下牟田 １４９９の一部、１５０１の一部、１５０

３の一部、１５０４の一部、１５０６の一

部、１５０７の一部、１５１１の一部、１

５１３の一部、１５１５の一部、１５１６

の一部、１５１８の一部、１５１９の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路、水

路である公有地の全部並びに１５２４の１

に隣接する道路、水路である公有地の全部 

扇 崎 鬼 除 

 

 

提案理由  本市の区域内の字の区域を変更しようとするときは、地方自治法第２

６０条第１項の規定により議会の議決を経る必要があるため。 



- 29 - 

議第９７号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年１１月２９日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１               

松
まつ

木
き

 幸
ゆき

美
み

                 

 

２ 略 歴 

   学 歴 

昭和５４年 ３月                

  

   経 歴 

 昭和５４年 ４月              

 昭和５８年 ７月              

 平成 元年 ５月              

平成 ３年 ９月              

平成１９年 ８月                  

平成２６年 １月              

平成２８年 ４月                  

平成２８年１２月                  

平成２９年 ７月                  

平成２９年 ７月                    

令和 元年 ５月             

 

 

提案理由  人権擁護委員松木幸美氏が、令和５年３月３１日に任期満了のため。 
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議第９８号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年１１月２９日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１                

前
まえ

田
だ

 日出男
ひ で お

              

 

２ 略 歴 

   学 歴 

昭和５６年 ３月              

  

   経 歴 

 昭和５７年 ４月               

 平成１１年 ４月               

 平成２８年 ４月               

 平成３１年 ３月               

 平成３１年 ４月                          

 令和 ２年 ４月                 

 

 

提案理由  人権擁護委員前田日出男氏が、令和５年３月３１日に任期満了のため。 



- 31 - 

議第９９号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年１１月２９日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１                 

山川
やまかわ

 みどり               

 

２ 略 歴 

   学 歴 

昭和５８年 ８月             

  

   経 歴 

 昭和６１年 ４月                 

 平成３１年 ３月               

 

 

提案理由  人権擁護委員木村總子氏が、令和５年３月３１日に任期満了のため。 
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議第１００号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年１１月２９日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

１                

堀
ほり

 真
ま

澄
すみ

                

 

２ 略 歴 

   学 歴 

昭和５５年 ３月                  

 

   経 歴 

 昭和５５年 ４月              

 昭和６０年 ３月              

 

 

提案理由  人権擁護委員濱﨑光氏が、令和５年３月３１日に任期満了のため。 



 


